
下勾劫駅周辺駐刺場
地域ルール列定刞議会

勾劫别合刣勰街づくり課
令刄7年６⽉４⽇

刌５回
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資料１



�下北沢地樄ã現状�課題

�駐車実態調査結果
�地域ル�ル検討ã方向性

�地域ル�ルãÔÔÂ台

第 １ 回
（W5.10.6）

第 2 回
（W6.2.28）

第 3 回
（W6.9.18）
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�地樄ã駐車交通課題íã対応第 ４ 回
（W7.3.18）

�地域ル�ル（素案）
�運用マニュルã方向性

第 ５ 回
（W7.6.４）

刞議会の開催・刴討経緯



東勤则駐刺場劬例の勧度の概勥

一定規模以上の建築物に対して、
劇勳刏⽤者のための駐刺場を義勲劏け

附置義務駐⾞場

駐刺場

附置義務駐⾞場の基準を
特定の地区特性に応じて
独⾃に定める事ができる勧度

駐⾞場地域ルール

駐刺場

地
区
特
性
に
応
じ
た
駐
車
施
設
等

地域貢献とは︖

附置義務台数低減によりメ
リット受ける建物オーナー
が、駐⾞場の附置義務では
解決できない地域の課題解
決に取組む仕組み。

※勶努のルール
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選択制



・条例改正について
街づくりの動き駐刺場劬例の動き年

条例制定昭和33年(1958)

駐刺場整劵地劅において地区特性に応じた
駐⾞場の附置に係わる

平成14年 (2002)  

下北沢駅周辺 地劅街づくり刧劐 策定平成16年(2004)
下北沢駅周辺 地劅刧劐 策定平成18年(2006)

鉄删駅周辺の概ね剚径５００ｍ分内、
人中則のまちづくり等の刱劒づけ
のあるエリアに拡大

令刄 4年(2022)
�歩行者Á主体ã安全�快適Ü�

回遊性ã·�魅疄的ß商櫤樑間ã樻成�

下勾劫駅周辺も対象となる

地域ルール創設

・下勾劫駅周辺における附劒義勲駐刺場

駐刺場劬例との劇列の齟齬

附劒義勲駐刺場の課刑
下北沢駅周辺は狭い道が多く交通規制もあり
附置義務駐⾞場を作っても使いにくい。
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東勤则駐刺場劬例の勧度の概勥



まちの新たなネットワーク
⼩⽥勌線上部刏⽤ 駅前剗場 補助５４号線など…

まちの新たなネットワーク
⼩⽥勌線上部刏⽤ 駅前剗場 補助５４号線など…

下勾劫駅周辺地劅刧劐
『 歩⾏者勢体の街づくり 』

下勾劫駅周辺地劅刧劐
『 歩⾏者勢体の街づくり 』

まちの様々な剦通課刑
狭⼩删路の剦通 路上駐刺/荷さばき 路上駐輪など…

今後の则市刧劐删路の整劵に伴う 周辺劇勳の劼替え 古い劼刵の更新

駐刺場地域ルールの列定
今後の劼替えに合わせ附劒義勲駐刺場の適刁化を推勺
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下勾劫駅周辺地劅の勔況
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地劅の駐刺剦通課刑への対劸

54号線荷さばき
駐車区画の設置

の検討

各店舗が協力して
荷さばきルールの検討

地域でルールの
周知や啓発

使いやすい
駐輪場の整備

まちの駐車場
（附置義務）

公共の駐車場
身障者用駐車場

荷捌き駐車場
（附置義務）

C‐地元・区
・事業者
【協働】

B‐建物オーナー
駐⾞場地域ルール

で誘導

連携 連携

課題の改善

その他
地域貢献
施設の誘導

新たなモビリティ狭⼩道路の交通

路上駐車/荷さばき

路上駐輪

物流課題

まちの交通の課題 社会環境の変化

公共の駐輪場

区有地の有効
活用の検討

共同荷さばき
駐車場

A‐公共
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議刑

１ 地域ル�ル（素案）
運用マニュルã方向性

２ 今後ã予定
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駐車場地域ルール

運用

マニュル

駐車場

地域ル�ル

ル�ルã骨格 ル�ルã詳細

駐刺場地域ルールの構勱
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下勾劫駅周辺地劅駐刺場地域ルール（項目）

区域全体

商業ゾーン

区域全体

第１章 総則

第２章 商櫤)�ンà¿Æ�駐車施設ã誘導

第３章 地域ル�ルã運用等

１．目的
２．適用地区の区域
３．用語の定義
４．地区の駐車・交通対策の基本方針

10．地域ルールの運用体制及び運用方法
11．駐車施設の効率的な活用
12．地域ルールの実効性を確保するための方策
13．その他
14．地域ルールの施行

５．対象駐車施設
６．駐車施設の附置基準
７．駐車施設の構造等
８．地域貢献策の実施
９．駐車施設の設置



下北沢駅周辺地区駐⾞場地域ルール（以下「地域ルール」という。）は、下北沢駅周辺地区
地区計画（平成１８年１２⽉決定）及び下北沢駅周辺地区地区街づくり計画（平成１６年５
⽉策定）に示す「歩⾏者が勢体の勣全・快適で、回遊勯のある魅⼒的な勏業勂間の形勱」等
を図るため、下北沢駅周辺における地区特性及び駐⾞施設の整備と利⽤に係る課題等を踏ま
え、地域と区の協⼒の下、駐⾞施設の適切な確保と運⽤を図りながら、交通環境を改善し、
歩⾏者主体の街づくりに資することを目的とする。
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H１８列定

■歩⾏者勢体の街づくりの促勺

１．目的



勏業ゾーン
･都条例の附置義務駐⾞場の設置対象となる
エリア

地域ルール劅域
･地区計画区域＋一番街沿道北側の範囲

地劅勢勥删路
･連続する幅員６ｍ超の道路
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２．適⽤地劅の劅域

下北沢駅



（１） 地劅の駐刺劇勳の需勥と供給の適刁化を図るため、地劅勢勥删路分勭への⼀
般刺の勊⼊を抑勧しつつ、地劅全体で劧勥な駐刺剤刅を剾保する。

（２） 良好な交通環境の確保及び歩⾏者主体の街づくりの実現のために剻効と剉め
られる場合には、隔地による駐刺劇勳の剾保を勃剰とする。

（３） 地区内に、荷さばき駐⾞施設、共同荷さばき駐⾞施設、⾃転⾞等駐⾞場等を
誘導することで、路上荷さばき⾏為や路上駐輪等を抑勧し、地劅の駐刺課刑
の剆決を図る。

（４） 地域と連携の下、歩⾏者の安全性を確保し、地劅劣勯を踏まえた新たなモビ
リティの柔軟な剹⽤、地域の移動や輸送の円滑化を図りながら、駐⾞・交通
施策を促進する。

（５） （１）〜（４）の実効性を⾼めるため、勏業ゾーンについては、都条例に規
定する地劅劣勯に劸じた刼劜として駐刺劇勳の整劵刼劜を定める。

 地樄ã駐車�交通対策ã基本的ß取ÿ組ô¡

〇歩行者ã安全性ã確保

〇回遊性ã·�魅疄的ß商櫤樑間ã樻成

４．地劅の駐刺・剦通対列の刼本⽅針
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１．目的
２．適用地区の区域
３．用語の定義
４．地区の駐車・交通対策の基本方針
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区域全体

商業ゾーン

区域全体

５．対象駐車施設
６．駐車施設の附置基準
７．駐車施設の構造等
８．地域貢献策の実施
９．駐車施設の設置

10．地域ルールの運用体制及び運用方法
11．駐車施設の効率的な活用
12．地域ルールの実効性を確保するための方策
13．その他
14．地域ルールの施行

第１章 総則

第２章 商櫤)�ンà¿Æ�駐車施設ã誘導

第３章 地域ル�ルã運用等

下勾劫駅周辺地劅駐刺場地域ルール（項目）
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５．対象駐刺劇勳

（第２章ã）

対象駐車施設

対象剅刅
刧3７剅

※疖痕５年１０月時点での敷地データを基に算出。
※全て店舗用途と仮定し、原単位は1台/250㎡で算出。

ただし鉄道敷上の敷地は現状の附置橿務台数を橫載。

件数
最 大 附 置 橿 務
駐車場設置台数

４件３１台以上

０件２６～３０台

２件２１～２５台

１件１６～２０台

２件１１～１５台

９件６～１０台

１９件２～ ５台

３７件全件数

③
⑤

⑪⑯

⑲

㉔

㉕

㉖

㉜

㉝ ㉞

②
⑬⑭

⑮
⑰ ㉙

㉟

⑦

⑨

㉒㉓

㉛

①

⑥

⑳

⑫
㉚④

㉗

⑧
⑱

⑩ ㉘
㉑

㊲㊱

都条疘à基ÚÄ一定橪模以上ã附置橿務駐車施設
（既存建築物ã駐車施設�含õ）



下北沢への駐車需甮を確保しつつ、使いにくい、使われない
附置橿務駐車場は疼上荷捌き・駐疍対策等への置換えを可能に

地区特性
・附置橿務駐車場は１０台以下が中心

・櫕い道疼、人通りの多い道疼沿いの駐車場は使いづらい、使われない

■一般車駐車施設の附置台数

■荷さばき用の附置台数
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第３回資當

ルールＢ（大橪模）

ルールＡ（置換え）
附置橿務台数が少ない建物も

選択しやすく

６.駐刺劇勳の附劒刼劜

Ｐ■障害者用の附置台数
都条疘等に基づく整備



６.駐刺劇勳の附劒刼劜
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■ルールＡ、ルールＢの適用

ル�ルB

（大橪模）

ル�ルA

（置換½）
件数

最大附置橿務
駐車場設置台数

（Ａ）

３
地樄主甮道疼
沿いを除く

〇

４件３１台以上

×
櫂同化で

適用可とな
る場合あり

０件２６～３０台

２件２１～２５台

１件１６～２０台

２件１１～１５台

９件６～１０台

１９件２～ ５台

対象剅刅
刧3７剅

③
⑤

⑪⑯

⑲

㉔

㉕

㉖

㉜

㉝ ㉞

②
⑬⑭

⑮
⑰ ㉙

㉟

⑦

⑨

㉒㉓

㉛

①

⑥

⑳

⑫
㉚④

㉗

⑧
⑱

⑩ ㉘
㉑

㊲㊱



建物利用者
の需要
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都条疘à基ÚÄ附置橿務駐車施設ã»Ö�一部ã台数�疼上荷ÊåÂ行為ù疼上駐疍ã
电制à寄与Î�施設Òã他駐車�交通施策à資Î�施設等à置換½�ÈÝÁÜÂ��

（�置換基準��運用マニュルà橪定）

ル�ルA（置換½）ã考½方

附置義務
台数

一般車
�置換基準�à基ÚÂ
１０台óÜ置換可能

対象：商櫤)�ン内ÎîÛã附置橿務駐車施設

都条例
附置義務

駐車実態
（下北沢）

地域ルール
（下北沢）

６．駐刺劇勳の附劒刼劜（⼀般刺駐刺劇勳の附劒刼劜） ルールＡ（置換え）

同数※

※�８．駐車施設ã構造等�ã基準àý��
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地樄全体Ü必甮ß駐車台数�確保ÌÙÙ地樄主甮道疼以外íã一般車ã畣入�电制Î
�Ôö�運用マニュルà基ÚÂ算出ÌÔ台数（＝地域ル�ル附置台数）�附置台数ÝÎ
�ÈÝÁÜÂ��

都条例
附置義務

附置義務
台数 建物利用者

の需要

駐車実態
（下北沢）

建物以外
の需要 地域ルール

附置台数

地域貢献

地域ルール
（下北沢）

．
．
．

ル�ルB（大橪模）ã考½方 対象：商櫤)�ン内Ü延床面積６，０００㎡以上ã大橪模建築物
（地樄主甮道疼à面Î�÷ã�除Ä�）

６．駐刺劇勳の附劒刼劜（⼀般刺駐刺劇勳の附劒刼劜） ルールＢ（大橪模）

同数※

※�８．駐車施設ã構造等�ã基準àý��



都条例における附置義務台数基準主要大規模建築物の駐車実態に基づく台数基準

下北沢で必要と想定される
附置義務台数（推計）

都条例通りに整備した場合の
附置義務台数（推計）

将来の主要大規模
建築物の用途別床
面積（想定）

駐車1台を発生させる床面積
（駐車原単位）

＋ 主要大規模建築物を目的とした
「周辺時間貸し駐車場の利用者台数」

① ②

将来の主要大規模
建築物の用途別床
面積（想定）

②－①
地域貢献、協力金等の検討

主要大規模建築物の「現状利⽤台数」

※ 駐車原単位：駐車実態調査Àþ�駐車需甮ã将甿変動ù繁忙期等à対応可能ß数値�踏ó½Û設定

地域ル�ル附置台数 ＝ 当該建築物ã用途別床面積 × 駐車原単位※

■地域ル�ル附置台数

【駐車実態調査結果（R5年度）】
・当該建物以外の利用もあり。
・当該建物以外の利用を含めても余剰あり

６．駐刺劇勳の附劒刼劜（⼀般刺駐刺劇勳の附劒刼劜） ルールＢ（大橪模）
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■駐車原単位（下北沢）

駐⾞原単位
（下北沢）

都条例
（通常）建物⽤途

450㎡ ÉÝà１台

250㎡ÉÝà１台
百貨店

その他の店舗

300㎡ÉÝà１台
事務所

その他（共同住宅以外）

350㎡ ÉÝà１台※

�疕似建築物ã駐車需甮Ü算出
ÌÔ台数�÷可

350㎡ÉÝà１台共同住宅

〇地域ル�ルã運用後÷地樄ã実態�踏ó½Û�適橷見直Ì�行»�

○本地樄Üä独自à駐車需甮�把握Î�ÈÝÁ難Ì¹櫂同住宅部分àÙ¹Û�対象建築
物と同じ橪模で、畞地する地樄特性が疕似する建築物の駐車実績を用いて算出した
台数（疕似建築物ã駐車需甮Ü算出ÌÔ台数）を櫄檂可能とする�

６．駐刺劇勳の附劒刼劜（⼀般刺駐刺劇勳の附劒刼劜） ルールＢ（大橪模）



７．駐刺劇勳の構造等

地樄ã交通環櫉上�安全ÀÙ円滑ß畏用Á図þ��ý»�各駐車施設ã幅�奥行Â�高Ê等à
Ù¹Û配畭Î��

■一般車駐車施設と障害者用駐車施設

・自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない

一般車駐車施設 障害者用駐車施設

車疼の天井高さ
（有効）※

車室の天井高さ
（有効）※

奥行き幅駐車施設の種疕

2.3w以上＊１2.1w以上＊１

5.0w以上2.3w以上一般車駐車施設

6.0w以上2.5w以上

―2.３w以上＊２6.0w以上3.5w以上障害者用駐車施設
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3.5m

6.0m

都条疘と同じ

2.3m

5.0m 6.0m

2.5m

うち３割以上

地域ルールで追加

（台数の
３割以上）

障害者用通常 *1：東檼都建築安全条疘第32条
*2：世田谷樄ユニバーサルデザイン推進条疘
「施設整備マニュアル（建築物編）



７．駐刺劇勳の構造等

※『物畣を考畭した建築物の設橑・運用について
(平成29年3月国土交通省総合政策櫥物畣政策課)』における整備基準による。

■荷さばき駐車施設

・運用を想定している車畳の寸法に加え、車畳の長さ方向、
幅方向に十分な余裕を持たせた寸法とする。

・車疼の幅は、原則5.0ｍ以上を確保する。
・車疼の縦断勾配は、12％以下とする。

地域ルールを適用する場合の荷さばき施設の橪模、構造は以下の基準を適用する。

荷さばき駐車施設

3.0m

7.7m

2.9m

8.5m

3.9m

7.0m
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はり下の高さ奥行き幅駐車施設の種疕

3.0w以上7.7w以上３.０w以上
（参考）

都条疘基準荷さばき
駐車施設

3.2w以上＊

8.5w以上＊2.9w以上＊後開き

7.0w以上＊3.9w以上＊横開き

（地域ルール）

後開き

都条疘

横開き



地樄ã交通環櫉向上ãÔöã応分ã負担ÝÌÛ�地樄特性à応ÍÔ駐車施設ã整備檘è効畝的ß活用�
地樄ã駐車�交通施策ã樍現化à資Î�取組ô等ã地域貢献�実施�

①�置換基準�à示Î地域貢献施設

②�置換基準�à寄þß¹駐車�交通施策à資Î�地域貢献施設
※甮櫄檂�基本的ß考½方�マニュルà橫載�

③地域貢献櫄疄櫾 （地域ル�ルã運用�地域ã駐車�交通対策à必甮ß資櫾）
※①（又ä②）�実施Ì�不足分ä③àý�対応�可ÝÎ��

ルールＡ（置換え）

ルールＢ（大橪模）

【ルール9(2)】

【ルール9 (1)(2)】

８．地域貢献列の実劇

一般車ã附置橿務駐車施設１０台分óÜ� ��置換基準�à基ÚÂ�疼上荷ÊåÂ�駐疍电制à寄与Î�
施設�Òã他駐車�交通施策à資Î�施設等à置換½可能ÝÎ��

share
櫂同荷さばき

駐車施設
駐疍場

宅配(二疍)
待機スペース

シェアサイクルポート 宅配ロッカー
荷さばき
駐車施設

ＺＥＶ充電付
駐車場

23
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■『置換基準』の考え方

・置換えを可能とする施設の橪模、地樄の駐車・交通対策の貢献度を考畭し置換え台数を設定

・各施設の整備等は、安全かつ円滑な畏用が図られるよう、整備項目を橪定

貢献度
(大)

・荷さばき駐車施設

・駐疍場

・シェアサイクルポート

・宅配(二疍)待機スペース

・宅配ロッカー

・ＺＥＶ充電付駐車場

・櫂同荷さばき駐車施設

share

８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）



一般車と地域貢献メニューの台数イメージ置換え施設

櫂同荷ÊåÂ駐車施設
(43ン)

櫂同荷ÊåÂ駐車施設
(23ン)

駐疍場

"� ��ルポ�3

宅配（二疍）
待機$ペ�$

宅配ロ.��

ZEV充電付駐車場

荷ÊåÂ駐車施設
(43ン)

荷ÊåÂ駐車施設
(23ン) 3.5台

5台

2台

10台

1台
1台

1台

1台

共同2t

2t

4t

1台

1基＋1台

7台

共同4t

1台
1台

4台

4台

駐車場ＺＥＶ

８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）

■『置換基準』置換え台数

1台 4台

25

4台

share share share share
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ルールＡ（置換え）

■駐疍場への置換え（イメージ）

駐疍場

８．地域貢献列の実劇

駐疍場：８台（畏用ÌùÎ¹場所ßÞ）一般車：２台

1台 4台
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ルールＡ（置換え）

■荷ÊåÂ駐車施設（４3ン）への置換え（イメージ）

※�８．駐車施設ã構造等�ã基準àý��

８．地域貢献列の実劇

劼築刵
(ｺﾝﾋﾞﾆ、ｽｰﾊﾟｰ等)

劼築刵
(ｺﾝﾋﾞﾆ、ｽｰﾊﾟｰ等)

※

※

5台 1台自己4t

疼上荷ÊåÂ
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ルールＡ（置換え）

■櫂同荷ÊåÂ駐車施設（４3ン）への置換え（イメージ）

劼築刵

８．地域貢献列の実劇

劼築刵

※�８．駐車施設ã構造等�ã基準àý��

劼刵専⽤※

劗同刏⽤※

共同4t

1台10台

疼上
荷ÊåÂ



●宅配ロッカー

●宅配（二疍）待機スペース

●ＺＥＶ充電付き駐車場

●シェアサイクルポート

８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）
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出典︓刌37回全国駐刺場政列
叕勠者会議資劄（国拋剦通刚）

出典︓到勴⾃動刺の勗劗⽤
充到勳劵拗入ガイド（東勤则）

■その他施設への置換え（イメージ）

一般車１台 一般車１台

一般車２台一般車１台

share

PUDOステーション

シェアサイクルポート４台分 宅配（二疍）待機スペース４台分

ＺＥＶ１基＋駐車場１台宅配ロッカー４疨分



８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）

30

■『置換基準』による地域貢献施設設置誘導の可能性

荷ÊåÂ以外荷ÊåÂ櫂同荷ÊåÂ

件数
最大附置橿務
駐車場設置台数

（Ａ）

〇〇〇４件３１台以上

〇〇〇０件２６～３０台

〇〇〇２件２１～２５台

〇〇〇１件１６～２０台

〇〇〇２件１１～１５台

〇〇△※９件６～１０台

〇××１９件２～ ５台

３７件１８件１３件３７件件数

※９台以上より設置可能。

〇置換え誘導が可能な敷地 ［Ａ-（附置荷さばき、障害者P台数）≧置換え台数］

対象敷地
3７剅

③
⑤

②
⑬⑭

⑦

⑨

①

⑥

⑫④

⑧

㊱

⑮
⑰

⑳㉑

㊲

⑪⑯

⑲

㉔

㉕

㉖

㉜

㉝ ㉞

㉙
㉟

㉒㉓

㉛

㉚

㉗

⑱

⑩ ㉘



８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）

主な整備等項目（概甮）置換施設等

・当該建物以外の荷さばき畏用を主とすること
・地樄主甮道疼から樄画までの橊疼は全て現櫓で４ｍ以上の道疼幅員が

確保されていること

適用甮件櫂同
荷さばき
駐車施設

・道疼から容易に確認・駐車できる場所とし、櫂同荷さばき樄画であるこ
とを表示すること

配置、表示

・「8.駐車施設の構造等」檘び櫂同荷さばき駐車施設から道疼までの円滑
な搬出入橊疼を確保

橪模、構造

・櫽疎の疼上荷さばきの低減に資するよう、①登痒制、②コインパーキ
ングシステムの畏用、③その他（提案）によるものとし、所有者が適
切に維持・管畔するものとする

・荷さばき以外の畏用を常態的に行ってはならない
・当該建物に樲る荷さばきは、自己用荷さばき駐車施設を畏用すること

(自己用の畏用が少ない場合は、櫂同荷さばき樄画と一体で畏用するこ
とを妨げない)

運用、維持管畔

・商櫤ゾーン内で敷地から概ね３００ｍ範囲内を基本に櫄檂可隔地による置換

・コンビニ、スーパー、その他商品等の搬出入を1日に複数回必甮なテナ
ントを甮し、附置橿務の荷さばき駐車施設のみでは不足が見込まれる
場合

適用甮件荷さばき
駐車施設

・「8.駐車施設の構造等」による橪模、構造

・敷地周辺での疼上荷さばきを行わない
・荷さばき以外の畏用を常態的に行ってはならない

運用、維持管畔

・不可隔地による置換

■『置換基準』主な整備等項目（概甮）
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８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）

主な整備等項目（概甮）置換施設等

・１階（道疼面と同等レベル）を基本とし、道疼から容易に確認でき、
畏用者が畏用しやすい場所とすること

・建物畏用者以外の畏用を妨げないこと
配置、表示

駐疍場

※置換上限
（一般車10台分）

・駐疍場内の通疼の幅は1.5ｍ以上
・１台ごとの痛の表示又は駐車位置を明確に示すこと
・幅0.6ｍ、奥行2ｍを標準とし、1.2㎡以上の面積を確保すること

＊ラック式の取扱いは調整中

・容易に駐疍ができないラック（二段式ラックの上段等）は対象外

橪模、構造

・時間貸しとする場合は2時間以上無當とする當櫾

・商櫤ゾーン内で可隔地による置換

・可駐疍場条疘の附置
台数の重複

・１台ごとの痛の表示又は駐車位置を明確に示す橪模、構造シェア
サイクル
ポート

※置換上限
（一般車２台分）

・不可隔地による置換

・不可駐疍場条疘の附置
台数の重複

・キックボード不可
・駐疍台数以内の運用の確保(はみ出し駐疍櫴止）その他

32



８．地域貢献列の実劇 ルールＡ（置換え）

主な整備等項目（概甮）置換施設等

・自転車や自動二疍車による宅配サービス等を通常のサービスとして
行うテナントを甮する場合（予定テナント、運用概甮を提示）

適用甮件
宅配(二疍)
待機スペース

※置換上限
（一般車１台分）

・道疼面と同等レベルで道疼から容易に確認・駐車できる場所を基本
・宅配車畳待機スペースであることを明示すること

配置、表示

・幅1.0ｍ、奥行2.3ｍを標準とし、2.3㎡以上の面積を確保すること橪模、構造

・宅配サービス以外の畏用を常態的に行わない
・敷地周辺の道疼で荷さばきを行わない

運用、維持管畔

・不可隔地による置換

・道疼から容易に確認できる場所を基本（店舗内は対象外）
・不特定多数の畏用を可とすること

配置、表示
宅配ロッカー

※置換上限
（一般車１台分） ・縦１疨（幅0.4ｍ～、奥行0.6ｍ～、高さ1.8ｍ～程度）を基本

（一般車１台分＝縦４疨まで）
橪模、構造

・ロッカーへの荷物の搬出入における疼上荷さばきは行わない
（荷さばき駐車施設を畏用）

運用、維持管畔

・道疼から容易に確認・駐車できる場所を基本
・不特定多数の畏用を可とし、明示すること

配置、表示
ＺＥＶ充電付
駐車施設

・地樄橑画による壁面後退樄間との重複は不可
・地域貢献施設の適切な維持管畔を行い、年１回定期報告を行う
・地域貢献施設をやむを得ず廃止・檗止する場合は、速やかに報告し、
他の地域貢献施設に置換える

その他櫂通事項（維持管畔等）
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勈舗
2,400㎡

置換え可能台数
３台分

3剤

荷1剤※1

拃1剤

附置橿務駐車場
5台

ケーススタディ ルールＡ（置換え）

①『置換基準』による置換え

建築物

附置橿務駐車場（一般車）１０台以下

34

or

or
一般車：２台分

8台 2台 2台
一般車：0.5台分 一般車：0.5台分

一般車：３台分

12台

１台
一般車：２台分

8台

・・・など

※１ 「８．駐車施設の構造等」の基準による.



2剤

勈舗
4,200㎡

劒換え勃剰剤刅
10剤分

10剤

荷2剤※1

拃1剤

附劒拣勲駐刺場
15剤

ケーススタディ ルールＡ（置換え）

②『置換基準』による置換え

劼築刵

附置橿務駐車場（一般車）１０台超

35

※１ 「８．駐車施設の構造等」の基準による.
※２ 駐車樄画ä附置橿務台数àÛ��ン3.

一般車：10台分

1台
一般車：１０台分

40台

５台
一般車：１台分

一般車：3.5台分

1台
一般車：6.5台分

26台

1基
一般車：4台分

16台

※1

※1

or

or

※２

or

・・・など



延床12,000㎡

劗同剫戭
5,000㎡

勈舗
7,000㎡

都条疘
（附置橿務43台）

劗同剫戭
15剤

地域貢献
（施設（+協力金））

地域ルール
附置台数

or

ケーススタディ ルールＢ（大橪模）

勈舗
28剤

（荷3剤）
（拃1剤）

勈舗
16剤

（荷3剤）※1
（拃1剤）

劗同剫戭
15剤

12剤分

疕似建築物ã
駐車需甮Ü算出Ì
Ô台数ã櫄檂も可

建築物

③地域ルール附置台数による場合
延べ床面積６，０００㎡以上の大橪模な建築物（地樄主甮道疼に面するものを除く。）

商業用途の
原単位
250㎡毎
に１台

↓

450㎡毎
に１台

共同住宅の
原単位
350㎡/台

・・・など

36

一般車：10台分

1台 ￥地域貢献
協力金

一般車：5台分

1台
一般車：5台分

20台

4台
一般車：1台分

1基
一般車：1台分

※1

※1

※２

※１ 「８．駐車施設の構造等」の基準による.
※２ 駐車樄画ä附置橿務台数àÛ��ン3.



隔地による設置設置場所駐車施設の種疕

商櫤ゾーン内で対象建築物の敷地から概ね

３００ｍ範囲内を基本に櫄檂することができ

る。

（原則）
建築敷地内

櫂同荷さばき駐車施設

隔地による設置設置場所駐車施設の種疕

対象建築物の敷地から概ね３００ｍの範囲内

を基本に櫄檂することができる。

（原則）
建築敷地内

一般駐車施設

-建築敷地内

荷さばき駐車施設

障害者用駐車施設

37

９．駐刺劇勳の勳劒

畾好な交通環櫉の確保檘び歩行者主体の街づくりの実現のために有効と
認められる場合には、隔地による駐車施設の確保を可能とする。

0 100 200 300(m)

■附置橿務駐車施設ã設置

■櫂同荷ÊåÂ駐車施設ã設置(地域貢献施設）

300ｍ

建築敷地
●敷地内設置より安全で使いやすいか。
（道疼幅員、交通橪制など）

※ルールB（大橪模）適用で当該建築物以外
の需甮分は、商櫤ゾーンから１００ｍ程
度までの範囲で櫄檂可能

●敷地内設置より安全で使いやすいか。
（道疼幅員、交通橪制など）

※ルールB（大橪模）適用で当該建築物以外
の需甮分は、商櫤ゾーンから１００ｍ程
度までの範囲で櫄檂可能

一般車駐車施設
櫂同荷さばき駐車施設

一般車
隔地可能範囲

共同荷さばき
隔地可能範囲

●搬出入橊疼が確保されているか。
（道疼幅員、交通橪制など）

※敷地周辺の疼上荷さばき対策を誘導。
ただし、範囲内に適当な場所がない場
合は、商櫤ゾーン内まで櫄檂可能

●搬出入橊疼が確保されているか。
（道疼幅員、交通橪制など）

※敷地周辺の疼上荷さばき対策を誘導。
ただし、範囲内に適当な場所がない場
合は、商櫤ゾーン内まで櫄檂可能

共同



１．目的
２．適用地区の区域
３．用語の定義
４．地区の駐車・交通対策の基本方針

38

区域全体

商業ゾーン

区域全体

５．対象駐車施設
６．駐車施設の附置基準
７．駐車施設の構造等
８．地域貢献策の実施
９．駐車施設の設置

10．地域ルールの運用体制及び運用方法
11．駐車施設の効率的な活用
12．地域ルールの実効性を確保するための方策
13．その他
14．地域ルールの施行

第１章 総則

第２章 商櫤)�ンà¿Æ�駐車施設ã誘導

第３章 地域ル�ルã運用等

下勾劫駅周辺地劅駐刺場地域ルール（項目）



駐車�交通対策ã櫄檂ã場

（地元�樄＋α（関疵事櫤者ã参加ßÞ））

駐車場地域ル�ル（ⓟ）ã運用＊

ⓟ運用委員会

（学識�地元�橓察�都�樄）

ⓟ審査

（樄�街ÚÄÿ課�第三者機関）

■駐車�交通対策à樲�検討�櫄檂�普檘樶発ã実行

�地樄内ã疼上駐車�駐疍対策 （荷捌Âル�ルã検討ßÞ）

�駐車場地域ル�ルã運用Ýã調整

�新Ôßモビリ1��物畣対応 ���ßÞ

�ル�ル等ã検証

�ル�ル等ã改正検討

�運用部会íã助言�指導

ßÞ

�運用状櫓ã把握

�申請者íã指導�助言

�駐車実態調査2�*ã
蓄積�活用 ßÞ

駐車場地域ル�ル 申請者（建物��ĵ�）

 樄¡
認定基準àý�審査
審査事務

 第三者機関¡
櫄檂�甮Î�審査

樄y|都＊＊

審査
報告

運用状櫓
報告

指導
助言

①地域ル�ル
ã適用申請

②結果通知

③附置橿務駐車場
認定申請

④認定

運用状櫓報告
（年１回）

⑤建築
確認申請

駐車場地域ル�ルÜ
整備ÌÔ荷捌Âù駐疍場等ã

維持管畔

地域ル�ル適用
申請à樲�手続Â

建築基準法
à樲�手続Â

樄y|都＊＊

y|指定機関

ⓟ運用部会

（地元�樄�街ÚÄÿ課）

＊W7.3地域ル�ル策定櫄檂会（第3回）時点ã概âã�メ�#（今後ã検討àýÿ詳細調整）
＊＊建築橑画ã延床面積１０，０００㎡以下ä樄�10,000㎡超ä東檼都

駐疍場à
ÝöÛ

ÄÕÊ¹â～

・下北沢駅周辺/駐⾞・交通対策の体制イメージ

指導
助言

検討�櫄檂 普檘樶発

荷ÊåÂ
$ペ�$

·ÿóÎý～
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地域ルールの剞⽤等

運用部会（事務櫥：街ÚÄÿ課）
àý�事務運営

第４回資當



〇地樄ã駐車�交通対策�普檘樶発
★地域貢献策等ã畞案�実施

ßÞ

樄
（北街課）

第三者機関＊

運用組織（運用部会）

審査結果
通知

適用
申請

運用状櫓報告

地元�北街課（事務櫥）

〇事前相談�申請�審査窓口
〇地域貢献施設ã維持管畔
〇地域貢献櫄疄櫾ã管畔
★地域貢献策等ã畞案�実施 ßÞ

審査機関

認定基準�橔微認定基準以外

地域貢献櫄疄櫾

地域貢献策ã実施

地域貢献策実施費

駐車�交通対策ã櫄檂ã場

審査
依畁

審査結果
通知

運用委員会

〇地域貢献策ã確認�指導助言
〇運用状櫓ã確認�指導助言
〇ル�ルã検証�見直Ì ßÞ 助言�指導

学識�地元�橓察�都�樄（事務櫥）

地元＋α（関疵事櫤者等）�北街課

地域ル�ル適用申請者

定期報告
（地域貢献施設等）
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審査費

地域ルールの剞⽤等

助言
指導

＊第三者機関àý�審査��ル�ルB（住宅櫄檂�地域貢献櫄檂）�隔地櫄檂à関Î�ÈÝ等
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議刑

１ 地域ル�ル（素案）
運用マニュルã方向性

２ 今後ã予定
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④

News

今後の刨定（フロー）

R8〜

本⽇


